
第６回 遠賀町ビジネスプランコンテスト 

エントリーシート 

提出日 令和３年  ７月  ２１日 

ビジネスプラン名 
遠賀町産業の持続的発展のための外国人技能実習生・特定技能受入機関 

「おんが人材 Cooperative」 

フリガナ  
性別 男・女 

氏 名  

住 所 
〒810- 

福岡市中央区 

ご連絡先 
(携帯など連絡のつきやすい番号) 

080- 
生年月日 

T・S・H   年  月  日 

（満   歳） 

E-mail            

勤務先  

団体名 
（個人での応募の場合は空欄） 

 

★あなたの提出するプランがあてはまる区分に、○をつけてください。複数可。 

①保健、医療又は福祉（  ）        ⑩子どもの育成、若者の自立支援（  ） 

②社会教育（  ）             ⑪ＩＴ・情報化社会の発展（  ） 

③まちづくりの推進（  ）         ⑫スポーツ、健康の維持・増進（  ） 

④観光（  ）               ⑬商店街振興（  ） 

⑤農山漁村又は中山間地域の振興（  ）   ⑭新しい商品・サービス、ものづくりや技術支援（  ） 

⑥文化、芸術（  ）            ⑮人材育成、職業能力の開発又は雇用機会の拡充（ 〇 ） 

⑦環境・エネルギー関連（  ）       ⑯消費者の保護（  ） 

⑧災害救援・地域安全（  ）        ⑰男女共同参画社会の形成（  ） 

⑨人権・平和・国際協力（  ）       ⑱その他、社会的、地域課題解決の支援（ 〇 ） 

★応募するビジネスプランについて 

□事業として着手している 

※開始時期 （     年   月 ） 

□着手していない 

☑アイデアの段階である 

★ビジネスプランコンテストをどこで知りましたか。 

□チラシ      □メールマガジン 

□ホームページ   □学校関係者 

☑Facebook     □知人・友人 

□その他（                ） 

★将来、起業や新規事業展開の希望がありますか。 

 □ある 

☑興味あり 

□なし 

★遠賀町でこうしたいというものや、困っていることが

あったら教えてください。 

 

  

一般 



ビジネスプランの概要を、下記の内容を踏まえて作成してください 

（様式は自由です。1次審査通過者は 2次審査でプレゼンをお願いします） 

 

１.ビジネスの目的 

 遠賀町にはすでに技能実習生が 138 人、特定技能が 3 人在留しています（入国管理局 2019 年 12 月）。遠

賀町には監理団体が無く、遠賀郡では岡垣町、そして北九州には監理団体があるようです。 

 遠賀町に在留している技能実習生・特定技能は町外から送り込まれているということになります。これを

内在化することで、町内に雇用が生まれると考えたからです。 

 また、監理組合は技能実習生に係る就業とコンプライアンスを守らせるという責務を負っています。 

 特に入国後講習については、福岡県内でも増え続ける技能実習生の数に対して、講習する所が少なく、ミ

スマッチが起きています。制度上、講習期間中は労働者という扱いにならず、実習生受入団体・企業におい

ては、この費用を可能な限り下げたいとの誘因が働きます。賃料及び人件費の比較的安い大都市周辺の市町

村に講習する所を構えるのは必然的なことです。 

 

２.どのような商品・サービスを提供するものか 

 外国人技能実習生、特定技能で町内で不足している労働力を確保したいと考えています。 

 また、技能実習生受入に必要な監理団体（組合）の設立後、技能実習生受入に必須な入国後講習機関を設

置して町内に雇用を創出します。 

 技能実習生の入国後講習（年間の活動時間の 6 分の 1あるいは 12分の 1）を組合事業に組み込んで実施す

ることで、年間を通じた町内者の雇用を生み出し、また、入国後講習については需要の拡大が見込まれるこ

とから、場合により町外からの要望に基づき、町外からの受入れを検討します。 

入国後講習を実施することで実習生が入国して監理費が入ってくるまでの人件費等の費用を賄う想定で

す。 

 実際には遠賀町内の方に担っていただきます。 

 実習生が入国するまでは１～2名でスタートします。管理責任者が必要です。 

 実習生が入国後、入国後研修（1か月程度）を終えた段階で実習生の数に応じて実習指導に当たる人材が

必要となります。 

 

３.おおよその単価、他と違う品質など 

 外国人技能実習生を受け入れるためには監理団体が必要です。特定技能は外国人受け入れを業として行っ

ている団体等が登録支援機関の登録をして受け入れることができる仕組みになっています。 

一般的には外国人技能実習生を受け入れる場合は更新を含め 3 年を一区切りとして、雇用契約します。概

ねのひと月当たりの給与は来日費用、監理団体・登録支援機関への手数料（一般に監理費という）等を含め

て 23 万円～25 万円程度です。 

監理団体の運営、登録支援機関としての運営、併せて外国人技能実習生に対する年間の活動時間の 6 分の

1 あるいは 12 分の 1 の入国後講習が必要であり、これらをまとめて運営する団体が町内にあることにより、

多くの産業分野での外国人材の活躍が見込まれます。（下記表参照）、また、町内需要及び周辺の遠賀郡等の

需要を取り込むことで、町内者雇用の拡大が図れます。 

一般的には、監理団体の設置に当たっては、受け入れ人数を考慮した事務所設置が必要であり、最低限２

０㎡以上の事務所面積が必要です。入国後講習については、宿泊施設も必要となることから、需要がありつ

つ、建物賃料の安価な遠賀町に監理団体を設けることで、福岡市といった都市部にある監理団体・登録支援

団体（以下「監理団体等」）よりも比較的安価な監理費での運営が可能です。 

 



 
 

 
 

 
 



 

４.そのサービスを受ける、または商品を買うのはどのようなお客様か  

 技能実習生、特定技能については、遠賀町内の移行対象職種、例えば農業経営者、福祉施設を営んでいる

団体等を想定しています。 

 技能実習生の入国後講習については、周辺市町村あるいは県内にある監理団体からの依頼に基づいて技能

実習生を受け入れることを想定しています。 

 

 

５.どれくらいの資金が必要か 

店舗費・改装費用・車両費・什器・設備・仕入・光熱費・人件費・WEB関連など具体的に 

一般的には 800万円程度の資金が必要となります。 

 事務所家賃、人件費が一番大きなところです。事務所家賃が安価である、または、公共施設の一部提供頂

ければ、資金額を減らせます。 

 

 

６.実施場所 

遠賀町内（ 遠賀川駅辺り）、遠賀郡全域、北九州市、福岡市、福岡県全域、九州全域、全国 

 

 

７.開始時期 西暦 2021 年  4 月頃 

 

 

８.あなたの持っている資源（ヒト・モノ・知識・経験） 

 監理責任者講習受講済み 

 技能実習生受入団体の設立経験（組合） 

 技能実習機構への許可申請 

 特定技能受入機関（登録支援機関）許可申請 

 行政書士試験合格（未開業） 

 

 

９.地域貢献・社会に及ぼす効果 

 将来的に不足する人材を外国人技能実習生・特定技能で賄っていくことで、町内事業の継続あるいは発展

に大きく寄与できると考えています。 

 また、町内に受入団体を設置することで、外国人雇用に係る諸手続きのノウハウの蓄積を含めて町内人材

の雇用・育成につなげることができます。 

 

 

 

※頂いた情報は本事業以外には使用致しません。  遠賀町起業支援施設 PIPIT(ピピット) 


